
12月1日から現在使用中の焼却炉は禁止に！

12月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、焼却炉の構造基準が厳しくなりました。

現在使用している焼却炉は、以下の橋道をすべて満たしていなければ使用することができません

1空気取入口及び煙突の先誌以外に焼却設備内と外気とが接することなく燃焼室において発生するガス（以下「燃 

焼ガス」という）の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 

2　燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 

3　外気と遭断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。（ガス化燃焼方 

式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く） 

4　燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 

5　燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 

※具体的には

○空気取人口や煙突の先端以外に開口部がないこと。また、炉や煙突に穴や亀裂がないこと。

○必要な空気量が供給できるファンなどの装置が設置されていること。

○廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続没入装置が設置されていること。

○燃焼室に温度計が設置されていること。

○助燃バーナーが設置されていること。

この規定は、小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。

※自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や家庭用の簡易焼却炉も対象となります。

この法律に達反して廃棄物の焼却を行った場合は3年以下の懲役もしくは、300万円以下
の罰金、またはその両方を課せられます。

※市では、焼却設備の基準の変更により使用禁止となる家庭用小型焼却炉や家庭用の焼却ドラム缶を無料で回収い

たします。ただし、搬出可能なものに限り、大型のものや事業所のものは除きます。

※無料回収は、12月13日（金）までに地域振興課環境保全室に申し込みがあったものに限らせていただきます。

間合先　地域振興課　環境保全室

「家庭での焼却は止め、ごみステーションに出しましょう」
「ごみの分別を徹底し、可能な限りリサイクルに心かけ、ごみの減量に努めましょう」

9 H．14．12．1

「
献
血
」
に
御
協
力
を
ー
・

毎
年
市
町
村
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
（
各
種
団
体
）
、
企
業
、
学
校

な
ど
の
実
施
主
体
の
も
と
に
多
く

の
住
民
の
皆
様
の
御
協
力
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

献
血
の
理
念
は
、
病
気
や
け
が

で
血
液
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の

た
め
に
報
酬
や
反
対
給
付
を
期
待

し
な
い
で
血
液
を
提
供
す
る
行
為
、

相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
い
た
人

間
愛
に
満
ち
た
人
道
的
な
行
為
で

す
。
年
齢
的
に
も
十
六
才
か
ら
六

十
九
才
と
多
く
の
方
に
参
加
し
て

い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

献
血
は
、
当
日
の
体
調
や
、
会

場
で
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
問
診

票
、
血
液
比
重
の
検
査
な
ど
の
結

果
か
ら
「
2
0
0
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
「
4
9
0
、

り
リ
ッ
ト
ル
」
「
成
分
献
血
」
と
御
協

力
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

県
民
会
館
献
血
ル
ー
ム
で
は
十

二
月
三
十
一
日
、
一
月
一
日
を
除

い
た
毎
日
開
催
し
て
お
り
、
大
月

保
健
所
笥
内
で
は
献
血
バ
ス
に
て

御
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

お
近
く
へ
献
血
バ
ス
が
ま
い
り

ま
し
た
ら
、
多
く
の
皆
様
の
御
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
献
血

バ
ス
配
車
計
画
は
市
役
所
、
保
健

所
で
把
握
し
て
お
り
ま
す
。

特
定
疾
患
医
療
費

助
成
制
度
の
ご
紹
介

原
因
が
不
明
で
、
治
療
法
が
確

立
し
て
い
な
い
病
気
を
い
わ
ゆ
る

難
病
と
い
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、

国
の
定
め
た
難
病
（
特
定
疾
患
）
に

つ
い
て
は
、
治
療
方
法
の
研
究
を

進
め
る
と
同
時
に
、
患
者
さ
ん
の

医
療
費
の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

軽
減
措
置
の
概
要
は
、
自
己
負
担

額
が
、
入
院
の
場
合
月
一
万
四
千

円
、
通
院
は
月
二
千
円
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。

【対象者】
腰
原
病
な
ど
の
四
十
六
疾
患
と

診
断
さ
れ
た
方

【
申
請
窓
口
】

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
部
（
大
月
保
健
所
）

【手続き】

次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
交
付
申

請
書
（
保
健
所
に
あ
り
ま
す
）

③
医
師
の
診
断
書

③
住
民
票

④
保
険
証
の
写
し

な
お
、
療
養
生
活
に
関
す
る
相

談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
当
健
康
福
祉
部
健

康
支
援
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

間
合
先
　
健
康
福
祉
部
℡
（
召
1
8
2
7

俸
　
　
冒
　
　
顕

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
部
（
大
月
保
健
所
）


